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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、在院者の保健衛生及び医療を適正に行うため必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において使用する用語は、少年院法（平成２６年法律第５８

号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

第２章 保健衛生上の措置 

（衛生保持等の措置） 

第３条 少年院の長は、在院者が居室その他日常使用する場所を清潔に保つよ

う注意を払うとともに、在院者の健全な心身の成長を図り、及び少年院内の

衛生を保持するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるも

のとする。 

⑴ 在院者が使用する衣類又は寝具の洗濯及び乾燥 

⑵ 在院者に貸与する食器その他の物品の洗浄又は消毒 

⑶ 居室その他の在院者が使用する場所の清掃又は消毒 



 

２ 少年院の長は、職業指導として炊事に関与する在院者に対し、新たに指導

対象とする際及びその後定期的に検便を行うものとする。 

（清拭等の措置） 

第４条 少年院の長は、傷病その他やむを得ない事由があるため在院者に入浴

を行わせることができない場合において、在院者の健全な心身の成長を図り、

及び少年院内の衛生を保持するため必要があると認めるときは、在院者の清

拭その他の措置を講ずるものとする。 

（入浴の回数等） 

第５条 在院者の入浴の回数及び時間は、気候、矯正教育の内容その他の事情

を考慮して、少年院の長が定める。 

（在院者の髪型の基準等） 

第６条 少年院法施行規則（平成２７年法務省令第３０号。以下「規則」とい

う。）第３１条第５項に規定する法務大臣が定める在院者の髪型の基準は、

次のとおりとする。 

⑴ 男子の在院者については、オールショート刈り（別図第１）又はショー

トバック刈り（別図第２）とする。 

  ただし、男子の在院者のうち、法第４条第１項第５号に規定する第５種

の少年院在院者（以下「第５種少年院男子在院者」という。）については、

華美にわたることなく、清楚な髪型とする。 

⑵ 女子の在院者については、華美にわたることなく、清楚な髪型とする。 

⑶ 法第５２条第２項に規定する自弁の調髪の髪型については、前２号の規

定にかかわらず、少年院内の衛生の保持並びに少年院の規律及び秩序の維

持に支障を生ずるおそれがない限り、本人が希望する髪型とする。 

２ 男子の在院者（第５種少年院男子在院者を除く。）の調髪は、その在院者

の希望を参酌して、前項第１号に規定するオールショート刈り又はショート

バック刈りのうちから、少年院の長が一つを選択して行わせるものとする。

ただし、出院が近いとき、矯正教育上適当と認めるときその他必要があると

認めるときにおいて、その者が希望するときは、華美にわたることなく、清

楚な髪型とする調髪を行わせるものとする。 

（在院者の調髪及びひげそりの方法の基準） 

第７条 在院者の調髪は、理髪を行う在院者又は少年院の長が所定の手続によ

り在院者の調髪を依頼する理容業者に行わせる。ただし、やむを得ない事由

があるときは、少年院の長は、必要な理髪用具を在院者に貸与して調髪を行

わせることができる。 

２ 在院者の調髪の場所は、少年院の長が指定する。 



 

３ 在院者のひげそり及び顔そりは、居室、浴場その他適当な場所において、

かみそり（電池式のものを含む。）を用いて行わせる。 

（健康診断の事項） 

第８条 少年院の長は、在院者に対し、その少年院への入院後速やかに行う健

康診断について、医師が、在院者の年齢、健康状態、入院前に受けた健康診

断又は診療の結果、次回の健康診断までの期間その他の事情を考慮して必要

がないと認めるときは、規則第３２条第１項ただし書の規定により、同項第

４号及び第６号から第９号までに掲げる事項の全部又は一部を省略すること

ができる。 

２ 少年院の長は、在院者に対し定期的に行う健康診断について、医師が、在

院者の年齢、健康状態、前回の健康診断の結果及び実施の時期、前回の健康

診断以外に受けた診療の結果その他の事情を考慮して必要がないと認めると

きは、規則第３２条第１項ただし書の規定により、同項第１号及び第３号

（身長及び体重の測定を除く。）から第９号までに掲げる事項の全部又は一

部を省略することができる。 

第３章 医療上の措置 

第１節 少年院において行う診療等 

（医師等への報告等） 

第９条 少年院の長は、在院者が負傷し、又は疾病にかかっている旨の申出を

した場合には、医師等がその申出の状況を直ちに把握できる場合を除き、職

員にその状況を把握させ、医師等へ報告させるものとする。 

２ 前項の報告がなされたときは、医師等において診察の要否を判断するもの

とする。 

（手術等の手続） 

第１０条 少年院の長は、在院者に対し、次に掲げるいずれかの措置を執る場

合には、あらかじめ、その在院者及びその親権を行う者に対し、少年院の職

員である医師等又は少年院の長が委嘱する医師等から当該措置の内容を十分

に説明させた上で、在院者からは承諾書、その親権を行う者からは同意書の

提出を求めるものとする。 

⑴ 生命又は身体に重大な危険を伴う手術 

⑵ 血液透析その他これに類する処置 

⑶ 肝生検、血管造影剤の注入その他これに類する医療上の検査 

２ 前項の規定にかかわらず、在院者について、その意識がないこと、自己の

行為の是非を判別する能力が著しく低いこと、その他やむを得ない事由があ

るときは、同項の承諾書の提出を求めることを要しない。 



 

３ 第１項の規定にかかわらず、在院者の親権を行う者の所在が不明であるこ

と、在院者の心身に著しい障害が生ずるおそれがあるため緊急に手術その他

の医療上の措置を執る必要があること、その他やむを得ない事由があるとき

は、同項の同意書の提出を求めることを要しない。 

４ 第２項の場合において、１８歳以上の在院者については、その親族（婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）に対し、医師等から措置の内容を十分に説明させた上で、第１項の

同意書の提出を求めるものとする。ただし、その親族の所在が不明であるこ

と、在院者の心身に著しい障害が生じるおそれがあるため緊急に手術その他

の医療上の措置を執る必要があること、その他やむを得ない事由があるとき

は、同項の同意書の提出を求めることを要しない。 

（少年院の外の病院等への入院） 

第１１条 少年院の長は、法第５４条第２項又は第５８条第２項の規定により

在院者を少年院の外の病院、診療所又は助産所に入院させる場合には、次に

掲げる事項についてその病院、診療所又は助産所と協議し、その結果につい

て書面を取り交わすものとする。 

⑴ 入院中の在院者の身柄の確保に関する事項 

⑵ 在院者の個人情報の保護に関する事項 

⑶ 診療及び看護に関する事項 

⑷ 診療録の写しその他入院中の診療に関する資料の提供に関する事項 

⑸ 診療費用に関する事項 

⑹ その他必要な事項 

第２節 指名医による診療 

（指名医による診療の申請） 

第１２条 少年院の長は、負傷し、又は疾病にかかっている在院者又はその親

権を行う者等が、法第５５条第１項の規定により、医師等（少年院の職員で

ある医師等及び少年院の長が委嘱する医師等を除く。）を指名して、診療を

受けることを申請する場合には、次に掲げる事項を記載した書面を提出させ

るものとする。 

⑴ 指名医による診療を受けることを希望する傷病名 

⑵ 医師等の氏名及び勤務医療機関名又は連絡先 

⑶ 少年院への入院前において、当該医師等による当該傷病の診療を受けた

経緯の概要 

⑷ 指名医による診療を受けることを希望する理由 

⑸ 指名した医師等に依頼する診療内容 



 

（指名医による診療の要件） 

第１３条 少年院の長は、前条の申請がなされた場合において、次の各号のい

ずれにも該当するときは、指名医による診療を許すものとする。ただし、第

４号に該当しない場合であっても、医療上特に有益であると認めるときは、

指名医による診療を許すことができる。 

⑴ 在院者が、在院者又はその親権を行う者等が前条に基づき提出した書面

に記載されている傷病を有していること。 

⑵ 在院者又はその親権を行う者等がその診療を受けることを申請する医師

等を特定していること。 

⑶ 在院者又はその親権を行う者等が申請する診療が少年院内で実施可能で

あること。 

⑷ 少年院における診療として対応することが困難な負傷又は疾病であるこ

と。 

⑸ 少年院の管理運営上支障がないこと。 

⑹ 第２号の医師等が診療を承諾していること。 

２ 少年院の長は、前項各号に掲げる事項の有無を確認するため必要がある場

合には、指名医による診療を申請した在院者又はその親権を行う者等から事

情を聴取し、若しくは疎明資料を提出させ、又はその者が指名した医師等に

照会し、その他必要な措置を講ずるものとする。 

（告知） 

第１４条 少年院の長は、指名医による診療の許否を決定した場合又はその診

療を中止する場合には、これを在院者に告知するものとする。 

２ 少年院の長は、指名医による診療を行う前に、指名医に対し、次に掲げる

事項を告知するものとする。 

⑴ 法第５５条第２項に規定する立会い、質問及び診療録の写しその他のそ

の診療に関する資料の提出に関する事項 

⑵ 法第５５条第３項及び規則第３３条に規定する少年院の長が指示する事

項 

⑶ 法第５５条第４項に規定する診療の中止に関する事項 

⑷ その他指名医による診療の実施に必要な事項 

３ 前項の規定による告知は、必要に応じ、書面で行うものとする。 

４ 少年院の長は、指名医に対し、第２項各号に掲げる事項のほか、適宜、診

療の日時その他の指名医による診療の実施に関し必要な事項を告知するもの

とする。 

第４章 補則 



 

（重態の通知等） 

第１５条 少年院の長は、法第５６条第１項に規定する場合において、在院者

が外国人であるときは、その在院者が有する国籍の領事事務を行う大使館、

総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所に、在院者が抗告中の者で

あるときは、事件が係属している家庭裁判所に、その旨を通報するものとす

る。 

（看護） 

第１６条 規則第３４条第１項の規定により少年院の長が定める事項は、次の

とおりとする。 

⑴ 正当な理由なく、看護をする場所以外の場所に立ち入ってはならないこ

と。 

⑵ 看護に用いる物品について、少年院の長が指定するもの以外のものを使

用してはならないこと。 

⑶ 在院者と金品の授受をしてはならないこと。 

⑷ 在院者と看護のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならな

いこと。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要

な事項及び管理運営上必要な事項として少年院の長が定めるもの 

２ 規則第３４条第１項の規定による告知及び通知は、必要に応じ、書面で行

うものとする。 

（養護のための措置等の対象者の基準） 

第１７条 法第５８条の規定による養護のための措置を講ずる在院者は、次の

とおりとする。 

⑴ 受胎後５月以上を経過し、又は出産後２月を経過しない妊産婦 

⑵ 単独では日常生活に支障がある程度の身体虚弱者 

⑶ その他傷病者に準じた措置を講ずる必要があると認められる者 

（準用） 

第１８条 少年院に仮に収容されている者の保健衛生及び医療に関する事項に

ついては、その性質に反しない限り、この訓令の規定を準用する。 

附 則 

この訓令は、法の施行の日（平成２７年６月１日）から施行する。 

  附 則〔令和４年法務省矯総訓第２号大臣訓令〕 

この訓令は、少年法等の一部を改正する法律（令和３年法律第４７号）の施

行の日（令和４年４月１日）から施行する。 



別図第１

オールショート刈り正面

（備考）

０．５センチメートルのバリカンで頭髪の全体を平均に刈る。

別図第２

（備考）

　　

４　もみあげ

　　「もみあげ」は、おおむね外眼角（目じり）と耳珠上部を結ぶ線とする。

側面背面

　する。

背面 ショートバック刈り正面 側面

１　バリカン線

　　前頭部の髪の長さは約５センチメートル以下とし、頭頂部に至るに従って丸みを持たせながら漸次短く

　　バリカン線は、おおむね、前額部の左右前額髪際隅部の下約１センチメートルの部位と後頭結節部の上

　約２センチメートルの部位を結ぶ曲線とする。

２　バリカンの入れ方

　　すそ付近は０．２センチメートル程度のバリカンを用い、また、バリカン線付近は０．７センチメート

　ル程度のバリカンを用いて、バリカン線より上部の髪との調和を図りながら、すそからバリカン線に至る

３　ハサミの入れ方

　に従い長くなるように、適宜刈り進める。
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